
歴史的建築物の活用による地方創生シンポジウム 

～国土交通省「歴史的建築物の活用に向けた条例ガイドライン」の普及に向けて～ 

 

日時：平成 30年 10 月６日（土）14:00～17:30 

               場所：津山高校創立 100 周年記念会館ホール 

 

次  第 

 

１．開会 

主催者挨拶 成藤宣昌（（公社）日本建築士会連合会専務理事）  

歓迎挨拶  谷口圭三（津山市長） 

 

２．制度説明 

「歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドラインについて」 

髙木直人（国土交通省住宅局建築指導課企画専門官） 

 

３．基調講演 

  （１）「歴史的建築物の活用と建築基準法を両立させる方法」 

後藤 治（工学院大学教授・理事長） 

（２）「歴史的建築物・町並みの活用と火災安全」 

長谷見雄二（早稲田大学教授）  

 

 ４．パネルディスカッション 

後藤 治（コーディネーター・前掲） 

長谷見雄二（コメンテーター・前掲） 

  林 歓太郎（パネリスト・京都市建築指導課企画基準係担当係長） 

加藤忠正（パネリスト・（公社）小江戸川越観光協会専務理事）   

平岡正宏（パネリスト・津山市教育委員会参事） 

中村陽二（パネリスト・（一社）岡山県建築士会岡山県歴史的建造物委員会）   

菅 孝能（パネリスト・（株）山手総合計画研究所代表取締役） 

 

 ５．閉会 

挨拶 塩飽繁樹（（一社）岡山県建築士会副会長）  

 

 



＜配布資料 一覧＞ 

式次第 

資料 1－１ 国土交通省「歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン」本編 

資料１－２ 国土交通省「歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン」事例集 

資料１－３ 国土交通省「歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン」普及版 

資料２－１ 制度説明資料「歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドラインについ

て」 

資料３－１ 基調講演資料「歴史的建築物の活用と建築基準法を両立させる方法」 

資料３－２ 基調講演資料「歴史的建築物・町並みの活用と火災安全」  

資料４－１「京都市における歴史的建築物の保存及び活用に係る取組について」 

資料４－２「川越における歴史まちづくり」 

資料４－３「津山市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」 

資料４－４「岡山県歴史的建造物委員会：旧吹屋小学校他の建築基準法適用除外について」 

資料４－５「神奈川県内の建築基準法第３条第１項の既定による条例の制定状況等」 

資料５ 歴史的建築物の活用による地方創生シンポジウム（チラシ） 

別封筒 津山市観光パンフレット 
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